
 

（法第２８条第 1項関係） 

令和 3 年度事業報告書 

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月 31日まで 

 

1 事業の成果 

 令和 3 年度は、新型コロナウイルス感染拡大のため、各事業、福祉サービス利用等、大

きな影響を受けました。 

 福祉サービス利用事業は、3 年度に活動サポーターが 2 名増し、利用者 4 名増、活動回

数が 2 年度 567 回に対し、3 年度 816 回と増加しています。外出活動は下半期に 3 件実施

されました。 

日常生活サポート事業（衣類の入替・購入）は、面会中止の期間が長引き、保護者が衣

類入替することが困難となり、上半期 5名、下半期 2名が衣類入替契約を結ばれました。 

衣類補修・製作事業は 3年度 97件（製作 46件、補修 51件）の依頼があり、入所者に適

したサービスが提供されています。小口現金預りは前年とほぼ同等の事業ができています。 

 福祉サービス事業の情報提供では、ケースワーカーと連携し市長申立につなげて、年金

管理者 1名を第三者成年後見へつなげました。 

 事業の実施状況 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

事 業 名 

(定款に記載した

事業) 

具体的な事業内容 

(A)当該事業の 

 実施日時 

(B)当該事業の 

実施場所 

(C)従事者の人数 

(D)受益対象 

者の範囲 

(E)人数 

事業費の金額 

（単位：千円） 

障害者の金銭財 

産管理及び法律 

的行為 

 

障害者年金受給者の年金管理 (A)随時 

(B)花ノ木医療福

祉センター 

(C)4人 

(D)入所者 

(E)3人 

107 

福祉サービスの 

利用契約代行 

活動サポーター利用者への支援 

（利用者 31人、816回） 

個人外出活動 

（下期利用 3名） 

(A)随時 

(B)花ノ木医療福

祉センター 

(C)12人 

(D)入所者 

(E)34人 

 

1,044 

障害者の日常生 

活サポート 

入所者の衣類入替購入 

入所者の病棟内小口現金管理事業 

 

(A)随時 

(B)花ノ木医療福

祉センター 

(C)7人 

(D)入所者 

(E)衣類 93 人 

小口現金 56人 

2,596 

 

福祉サービスの 

内容評価・苦情 

処理 

 

圏域内の各種福祉サ－ビス内容に 

ついて福祉サ－ビス提供者と契約 

を締結、第三者評価を行うと共に 

福祉サービス利用者や家族の苦情 

を受付け、必要時には調整 

(A)随時 

(B)花ノ木医療福

祉センター 

(C)0人 

 

(D)圏域内の 

障害者とそ 

の家族 

(E)0人 

0 



 

福祉サービスの 

情報提供 

圏域内の障害児者本人及び家族に 

対して各種の福祉サービスや福祉 

制度について資料等での情報提供 

･成年後見人相談業務 

(A)随時 

(B)花ノ木医療福

祉センター 

(C)4人 

(D)圏域内の 

障害者とそ 

の家族 

(E)4人 

3 

地域における福 

祉・人権啓発及び 

共生 

圏域内の住民を対象として障害 

児者の人権に関するテーマで啓発 

活動 

（地域福祉を考える集い協賛） 

（You Tubeにて配信） 

(A)2月 

(B)花ノ木医療福

祉センター 

(C)3人 

(D)圏域内の 

住民 

(E)視聴可能

者 

5 

 

 

その他本法人の 

目的を達成する 

ために必要な事 

業 

 

保護者会・後援会の事務全般 (A)随時 

(B)花ノ木医療福

祉センター 

(C)4人 

 

(D) 保 護 者

会・後援会の

会員 

(E)400人 

2,342 

 

 （2）会員の状況 （3月 31日現在） 

会員          正会員 129 名 (6 名増、2 名減) 

 賛助会員 9 名（1 名増、2 名減） 

 

（3）社員総会の開催状況 

 令和 3 年度通常総会 

 （日 時） 令和 3 年 6 月 2 日 14 時 00 分から 15 時 

 （場 所） 亀岡市大井町小金岐北浦 37-1 

花ノ木医療福祉センター内 保護者会事務所 

 （社員総数）125 名 

 （出席者数）100 名（うち書面出席者 97 名） 

 （内 容） 第 1 号議案 令和 2 年度事業報告書の件 

        審議の結果、原案のとおり可決承認 

       第 2 号議案 令和 2 年度活動計算書の件 

        審議の結果、原案のとおり可決承認 

       第 3 号議案 令和 3 年度事業計画書の件 

        審議の結果、原案のとおり可決承認 

       第 4 号議案 令和 3 年度活動予算書の件 

        審議の結果、原案のとおり可決承認 

       第 5 号議案 定款変更の件 

        本件は、定款第 51 条の規定に基づき、総会に出席した正会員の 4 分の 3

以上の多数による議決を経て、原案のとおり可決承認 

可決事項 定款第 2 条 この法人は、主たる事務所を京都府亀岡市に置く。 

 

 

 

 

 



 

（4）理事会の開催状況 

  第 1 回理事会 新型コロナウイルス感染防止のため書面議決に変更 

         開催予定日 令和 3 年 4 月 16 日 

 （内 容） 第 1 号議案 令和 2 年度事業報告について 

        審議の結果、原案のとおり可決承認 

       第 2 号議案 令和 2 年度活動計算書・貸借対照表・財産目録（案） 

        審議の結果、原案のとおり可決承認 

       第 3 号議案 令和 3 年度社員総会の開催について 

        審議の結果 書面議決とすると可決承認 

  第 2 回理事会 令和 3 年 10 月 23 日  

 （報告事項）第 1 号 令和 3 年度上半期事業報告について 

       第 2 号 上半期活動計算書について 

       第 3 号 最低賃金の改正に伴う賃金改定について 

       第 4 号 ライフアンドデザイングループ西日本（株）との会員登録団体契   

約について 

  第 3 回理事会 令和 4 年 3 月 23 日  

（報告事項）第 1 号 令和 3 年度事業報告（見込）について 

       第 2 号 令和 3 年度活動計算書・貸借対照表（見込）について 

（内 容）  第 1 号 令和 4 年度事業計画（案）について 

       第 2 号 令和 4 年度活動予算（案）について 

       第 3 号 就業規則の改正について  


